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平成２９年３月定例教育委員会会議録 

 日   時  平成２９年３月１７日（金） 午後１時３０分～午後３時５０分 

 場   所  秦野市役所教育庁舎３階大会議室 

 出席委員 
 委員長 望月 國男  委員長職務代理者 髙𣘺 照江 

 委 員 飯田 文宏  委 員 片山 惠一  教育長 内田 賢司 

 欠席委員  なし 

 委員以外 

 の出席者 

教 育 部 長 水野 和成 

教 育 部 参 事 鈴木 健次 

教育総務課長 山口  均 

学校教育課長 遠藤 秀男 

教育指導課長兼 

教育研究所長 佐藤 直樹 

 

生涯学習課長 佐藤 正男 

図 書 館 館 長 石井 勇次 

教育総務課課長代理 守屋 紀子 

（庶務担当） 

教育総務課 

庶務担当主事補 山口 優真 

 傍聴者  ２名 

 会議次第 

 ３月定例教育委員会会議 

 

日 時 平成２９年３月１７日（金） 

午後１時３０分 

場 所 秦野市役所教育庁舎３階大会議室 
 

次     第 

１ 開  会 

２ 会議録の承認 

３ 教育長報告及び提案 

（１）平成２９年４月の開催行事等について 

（２）秦野市議会第１回定例会報告について 

（３）臨時代理の報告について 

  ア 報告第３号 秦野市立小中学校管理職の退職の内申について 

  イ 報告第４号 秦野市立小中学校管理職の任免の内申について 

  ウ 報告第５号 教育委員会事務局職員（課長代理級以上）の任免に  

ついて 

  エ 報告第６号 教育委員会職員（園長及び教頭）の任免について 

  オ 報告第７号 秦野市部等設置条例等の一部を改正することに係

る教育委員会の意見聴取について 

（４）学校生活全般における体罰の実態把握に関する調査の結果につい

て 
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（５）就学指導の結果報告について 

（６）教育支援教室いずみ事業報告について 

（７）教科学習支援員の活動報告について 

（８）平成２８年度幼小中一貫教育の取組について 

（９）第３０回夕暮祭短歌大会（作品募集）について 

４ 議  案 

（１）議案第１０号 平成２９年度秦野市教育委員会基本方針及び主要

施策について 

（２）議案第１１号 秦野市立西中学校運営協議会委員の任命について  

５ 協議事項 

（１）秦野市教育・保育施設運営法人選定委員会規則を制定することにつ

いて 

（２）秦野市立幼稚園入園料及び保育料徴収条例施行規則の一部を改正

することについて 

（３）秦野市部等設置条例等の一部改正に伴う秦野市教育委員会規則等

の一部を改正することについて 

６ 選  挙 

（１）秦野市教育委員会委員長の選挙について 

７ その他 

８ 閉  会 

 会議資料  別紙のとおり 

 

望月委員長 

 

 

 

 

望月委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、ただいまから３月定例教育委員会議を開催いたしま

す。お手元の会議次第に沿って進めさせていただきます。 

まず、「会議録の承認」についてですが、ご意見、ご質問等が

ございましたらお願いいたします。 

―特になし― 

よろしいですか。 

なお、秘密会につきましては、ご意見、ご質問がある場合は、

会議終了後、事務局に申し出てください。 

それでは、ないようですので、会議録を承認します。 

次に、３「教育長報告及び提案」の（３）臨時代理の報告につ

いて、ア、報告第３号「秦野市立小中学校管理職の退職の内申に

ついて」、イ、報告第４号「秦野市立小中学校管理職の任免の内

申について」、ウ、報告第５号「教育委員会事務局職員（課長代

理級以上）の任免について」、エ、報告第６号「教育委員会職員

（園長及び教頭）の任免について」は、人事案件となりますので、

秘密会での報告としてよろしいでしょうか。 
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望月委員長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―異議なし― 

よって、（３）ア、イ、ウ、エは秘密会といたします。 

それでは、教育長の報告及び提案についてお願いいたします。 

それでは、よろしくお願いいたします。資料１をご覧いただき

たいと思います。「平成２９年４月の開催行事等」について、ご

説明いたします。 

まず、４月１日から６月３０日までですが、桜土手古墳展示館

で「春季 特別展」を開催いたします。昭和の波多野～暮らしと

道具展～ということでございます。 

同じく４月１日土曜日ですが、広畑ふれあい塾開講式を行いま

す。ふれあいプラザになります。 

４月３日月曜日ですが、辞令交付式、新採用・転入者等を含め

まして辞令交付を行います。教育庁舎を使います。 

４月４日火曜日ですが、教育指導助手研修会がございます。同

じく４日の午後になりますが、特別支援学級介助員研修会を行い

ます。 

４月５日と７日と分かれていますが、これは幼小中の入学式、

始業式、入園式ということでございます。 

４月１０日、定例記者会見、日刊紙と地方紙です。 

４月１１日火曜日ですが、第１回園長・校長会を教育庁舎で開

催します。後ほど説明があると思いますが、年度最初の園長・校

長会ですので、教育委員の皆様にはぜひ都合をつけていただけれ

ばと思っております。 

次のページですが、４月１１日と２５日、例月のブックスター

ト事業でございます。 

４月１５日土曜日、市のＰＴＡ連絡協議会総会が本町公民館で

行われます。 

４月１８日が全国学力・学習状況調査でございます。 

４月１９日が４月の定例教育委員会会議を予定しております。

当初の予定が県の教育長会議と重なってしまいましたので日程変

更させていただきました。 

４月２０日、中学校教育研究会、中教研の総会がございます。 

４月２３日から５月１２日まで、こどもの読書週間でございま

す。図書館で行事を開催いたします。 

４月２７日が保育・教科等指導員会議、教育庁舎で実施いたし

ます。 

４月２８日が婦人団体連絡協議会、婦人会の総会でございます。

本町公民館です。 
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同日に、幼稚園教育研究会総会が重なっておりますが、この予

定でございます。 

この後は教育部長から説明いたします。 

それでは、私からは、資料２「平成２９年秦野市議会第１回定

例会報告」をさせていただきます。 

まず、議会の日程のところで、一番下に、最終日が３月２３日

ということでございますので、これまでの間、一般質問までを私

からご報告させていただきたいと思います。 

それでは、１ページ目をご覧いただきたいと思います。まず、

今回、新年度の予算が絡む議会となります。代表質問がまず行わ

れてございます。７会派から、教育に係るものは１７項目につい

てご質問がございました。主だったものについてご説明させてい

ただきたいと思います。 

まず、今井実議員でございます。公共施設の現状と今後の課題

ということで、中身は、宮永岳彦記念美術館について、公共施設

再配置計画の中でカルチャーパーク内への移転を検討というくだ

りがございます。それを受けて、現在の進捗はどうかというご質

問でございます。それから、学校トイレの洋式化・快適化につい

ての今後の狙い、内容といったことについてご質問がございまし

た。 

その下の相原學議員でございますが、まず、図書館についてご

質問がございまして、視察で行った伊万里市の図書館のことを受

けまして、図書館条例の趣旨、図書館の設置趣旨と言ったらいい

のですか、その辺の規定をしっかり、思いというか考えを入れた

らどうかといった中身の内容でございました。それから、新東名

の建設に伴って埋蔵文化財の発掘が行われているわけですが、そ

の遺物について活用をというような趣旨のご質問でございます。 

２ページ目でございます。大野議員からは大きく６点について

ご質問がありました。まず、西中学校の体育館の複合化について、

今後の取り組みの状況、それから教育課題という形で、コミュニ

ティスクールの今後の展開、そして、英語教育について、どのよ

うに捉え、実践していくのかというご質問、それから、中学校給

食の研究の現状はどのようか、いじめ・不登校、暴力行為につい

て、本市の発生状況はどのようか、それから、教職員のパソコン

を平成２１年度に導入しているわけでございますが、その導入効

果はどのようかというご質問でございました。 

そして、木村眞澄議員でございますが、コミュニティスクール

の検証結果と今後の展開はどのようかというご質問でございま
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す。 

次、４ページへ行きまして、横山むらさき議員でございますが、

いじめ・不登校についてということで、教職員の資質向上という

観点からのご質問でございます。それから、特別支援教育の充実

ということで、通級指導教室の充実に向けて見解を伺いたいとい

う内容でございます。最後に、子どもの読書活動の推進というこ

とで、「ビブリオバトル」、それから「読書通帳」という具体的

な事例を挙げられまして、どのように考えているかというご質問

でございます。 

代表質問最後になりますが、露木議員からご質問がございまし

て、１つは、西中学校の多機能型体育館整備構想を今年度策定し

ておりますが、構想はどのようか、それから今後のスケジュール

はどのようかというご質問でございます。それから、みなみがお

かの公私連携幼保連携型認定こども園への移行を進めているわけ

ですが、そのこども園化について、移行を見直すべきと考えるが

どのようか、それから、今後の保護者との対応はどのようかとい

うような趣旨のご質問でございます。代表質問は、市長及び教育

長からご答弁させていただいております。 

続きまして６ページをご覧いただきたいと思います。予算特別

委員会ということで、文教福祉分科会は３月３日に開かれてござ

います。 

文教福祉分科会の内容でございます。７人の委員の方々から、

たくさんのご質問をいただいております。時間の都合で一つひと

つ言うのは省略させていただきますが、後日、内容についてはご

覧いただければと考えてございます。 

そうしましたら、飛びまして１５ページ、総務常任委員会付議

議案ということで、教育委員会会議にも諮らせていただいており

ますが、秦野市の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正す

ることについてということで、これにつきましては、公私連携幼

保連携型認定こども園への移行に当たり、プロポーザル方式によ

り運営法人を選定するための選定委員会を設置するという議案で

ございます。それについて、露木議員、木村議員、吉村議員から

ご質問がございました。 

なお、これは常任委員会では可決されてございます。最終日に

本会議で最終的な議決になる予定でございます。 

それから、次の１６ページ、文教福祉常任委員会付議議案とい

うことで、まず、秦野市立学校の設置に関する条例の一部を改正

することについてということで、これは、上幼稚園を上小学校に



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移転するため、上幼稚園の位置の変更をするという条例の改正で

ございます。佐藤文昭委員、山下委員、風間委員、横溝委員、吉

村委員からご質問を受けてございます。後ほどご覧いただければ

と思います。 

次に、議案第１４号「秦野市立幼稚園入園料及び保育料徴収条

例の一部を改正することについて」ということで、今まで規則で

対応させていただきました、年収３６０万円未満の世帯に対する

保育料負担の軽減措置と生活困窮者の入園料、保育料減免基準を

条例に明記するための条例改正でございます。佐藤議員、山下議

員、横溝議員、吉村議員からご質問を受けてございます。 

最後、一般質問でございます。今回は高橋議員、吉村議員、佐

藤議員の３人から一般質問を受けてございます。 

まず、高橋照雄議員でございますが、子育て支援策についてと

いうことで、公立幼稚園の運営配置実行計画にかかわるご質問で

ございます。まず１点目は、配置の見直しの取組状況について、

二次質問で、みなみがおか幼稚園の運営法人の選定に当たっての

条件はどのようか、そして、どのようなこども園にしていきたい

のかというようなご質問でございます。それから、２２ページに

移らせていただきますが、三次質問で、みなみがおか幼稚園、上

幼稚園以外に検討しているものはあるのかというご質問でござい

ます。 

それから、吉村議員でございますが、２３ページに移ります。

教育について（その７）ということで、教員の負担軽減について、

これは中学校の部活動から生じる負担軽減、どのような対策を考

えているのかというご質問、それから、２つ目として、全国学力・

学習状況調査についてということで、およそ１０％強の児童生徒

が学習支援を必要としていると考えるが、教育委員会はその辺は

どう捉えているのかというようなご質問でございます。 

最後、佐藤文昭議員から、教育施策についてということで、み

なみがおか幼稚園の認定こども園化について、取組みの現状、そ

れから、二次質問で統合教育を継続してほしいというご質問をい

ただいております。そして三次質問で、保護者の合意が得られて

いない中で公私連携によるこども園化の見直しを求めるがどうか

というご質問でございます。もう一つ、いじめ対策についてとい

うことで、県の教育長、それから市町村の教育長が連名で発信さ

れました、いじめ防止対策を推進するための申合せ事項について

ご質問を受けてございます。それから、少人数学級の成果につい

てということで、二次質問がございました。 
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 教育指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私からは以上でございます。 

私からは、臨時代理の報告について、オの報告第７号「秦野市

部等設置条例等の一部を改正することに係る教育委員会の意見聴

取について」をご説明させていただきます。資料７をご覧くださ

い。 

おめくりいただきまして、臨時代理書とございます。その中に

理由がございますが、「秦野市議会議長から、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第２３条第２項の規定により」というこ

とで、実は第２３条は、職務権限の特例という項目がございまし

て、第１項の中で、スポーツ、文化については、「地方公共団体

の長が管理し、執行することができる」という規定がございます。

今回、その規定に基づきまして、秦野市部等設置条例を改正して、

文化に関すること、文化財を除くわけですけれども、その事務を

市長部局に移管すると。それに伴いまして、ここに書いてござい

ます２項では、「議会は、議案の議決前に教育委員会の意見を聴

く」という規定になってございます。その規定によりまして、２

月２３日付けで教育委員会に意見聴取の依頼がございました。そ

ういった中で、市議会からの回答期限が短いというようなことで、

急を要するということで、教育長による臨時代理を行ったもので

ございます。 

おめくりいただきまして、これは回答書でございますが、裏面

に議会からの意見聴取の照会文でございます。一番後ろのところ

に、実はこの議案については、市から市議会に議案を上程する際

に、市長部局から教育委員会に意見についての申出があって、同

意する旨の回答に基づいて議案が上程されていますので、それと

同様に、委員会としては異議がないということで回答させていた

だいているものでございます。 

以上でございます。 

私からは（４）体罰調査の結果から（７）教科学習支援員まで

をご報告させていただきます。 

まず、資料 No.８「学校生活全般における体罰の実態把握に関

する調査の結果について」でございます。 

１月の教育委員会会議の中でも計画についてはご報告させてい

ただきましたが、１月２７日金曜日、学校から児童生徒、保護者

へ質問用紙、回答用紙等を配布してございます。一部の学校で学

校行事のために翌週の月曜日に配布した学校もございました。配

布数につきましては１万３，３６３通ということで、その中で郵

送された回答用紙は、小学校が２２件、括弧の中が昨年の数字に
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なってございます。中学校については６件です。その結果、小学

校は８件の報告を確認しました。その中で、８番については体罰

ということで認定すると。小学校は１件ございました。中学校に

ついては、特にございません。認定しなかった内容につきまして

は、それぞれ各学校の校長先生と確認しまして、学校長から調査

をしていただきまして、ほぼ指導の行き過ぎという部分だったと

判断しております。体罰と認定された１件につきましては、既に

参事のほうに報告のあった内容ですので、ご承知おきください。

２月２４日付けで中教育事務所には報告させていただいておりま

す。 

体罰調査については以上です。 

続きまして、１枚めくっていただきまして、資料 No.９「就学指

導の結果報告について」でございます。 

本年度の審議人数は、児童生徒数２３７名、昨年が２００名と

いうことでした。この後、説明させていただきます大きなポイン

トとしては３つございます。今、冒頭で、昨年２００名だったも

のが２３７名と報告させていただきましたが、審議人数の大幅な

増加がまず１点。２点目は、本町小学校、南小学校、北小学校に

新たな障害種別の学級が新設されたということです。本町小学校

が弱視、南小学校は病弱、北小学校には肢体不自由という形にな

ります。それから３番目に、特別支援学校適と思われる方が、保

護者の強い要望により、地域の特別支援学級に進学したケースが

あり、この３つが大きな特徴となるかと思います。 

２番の審議内容についてです。就学指導委員会の審議が１３７

名ということで、通級指導教室入級審査会での審議数が１００名。

こちらも、昨年８１名ということでしたので大幅に増加している

ことになります。 

続きまして、２ページ、３ページ目になりますが、学校別就学

指導状況につきまして、（１）就学指導委員会での審議１３７名

の学校別、種別のデータになります。大変膨大な資料になります

ので、後ほど目を通していただいて、またご質問いただければと

思っております。 

続きまして、４ページ、５ページになります。５ページにつき

ましては、先ほどもお話ししました通級指導教室入級審査会での

審議数ということで、こちらも増加してございます。先ほど教育

部長のお話にもありましたが、来年度は通級指導教室をぜひ増設

していただきたいということを県に要望するというようなことを

考えてございます。 
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続きまして６ページ、４番、その他になりますが、就学相談の

みの人数も８２名、昨年度よりは若干減ってはいるのですが、や

はりいろいろ相談が多い現状となってございます。 

就学指導に関しては以上です。 

続きまして、資料 No.１０「教育支援教室いずみ事業報告につ

いて」です。 

本年度の通室者数は、昨年度は１４名だったのですが、今年度

は２１名の通室となってございます。その中で、通室者の状況で

すが、（２）にございますが、在籍校に完全復帰できた者が１名、

在籍校への部分登校や保健室登校ができた者が５名となってござ

います。 

その中でもう一つ特徴的なことは、その下２つ目になりますが、

通室して個別活動中心に支援を受けている生徒、これが数が増え

ているのかなと。いずみは小集団活動を前提にした施設なのです

が、個別支援がまず必要な生徒が非常に多くなっていると感じて

おります。 

１枚めくっていただきまして、プログラムの内容、それから体

験的活動のプログラム、（４）支援方針・内容の検討につきまし

ては、いずみ開設当時からご助言いただいております横浜国立大

学の岡田先生、東海大学の芳川先生、今年度もお２人にさまざま

な場面でご助言をいただいている状況でございます。 

もう１枚めくっていただきますと、今年度の（５）成果と課題

について、でございます。特に私のほうで直接スーパーバイザー

とお話をさせていただきますと、成果の（エ）今年度新たに臨床

心理士、スクールソーシャルワーカー、自立支援教室といった専

門の方に入っていただいて適切な支援を仰ぐような形をとってご

ざいます。これは大変手応えがあったかと感じております。 

ただ、一方でイ、課題の（ア）になりますが、先ほどもちょっ

と触れましたとおり、発達に課題を持つ児童生徒の入室、個別支

援が必要な生徒が大変増えておりまして、次年度以降の大きな課

題かと感じております。 

いずみに関しては以上です。 

最後に、資料 No.１１「教科学習支援員の活動報告について」で

す。 

本事業は、東海大学の協力によりまして平成２５年度より覚書

を交わしまして本格導入を図っております。今年度も６５名の大

学生にご支援いただきました。さまざまな場面で大学というすば

らしい教育資源が地域にありますので、こういった大学の支えが
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あって、こういった活動が成り立っているのだということを改め

てご報告させていただきます。 

今年度活動した学校は小中学校合わせて２１校で、効果につき

ましては３番のところに記載がございます。事業が定着してきて

おりまして、特に小学校では円滑な学生の受け入れ体制ができる

ようになってきています。学校の先生方がこういった活動が大変

有意義だということをご理解いただいて、スムーズに支援に結び

つくような体制がとれているかと思っています。 

また、ボランティアの学生さんからも丁寧にアンケートをとら

せていただいて、こういったような意見をいただいていると。重

ねて言いますが、やはりこういった大学というすばらしい教育資

源を今後もぜひ活用させていただきたいと思っております。 

以上でございます。 

 図書館館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教育指導課長 

 

 

 

 

 

 

私は、次第の（９）「第３０回夕暮祭短歌大会（作品募集）に

ついて」をご説明いたします。資料１３をご覧ください。 

今年度第３０回目を迎えます夕暮祭短歌大会につきましては、

現在、作品を募集しております。締切を４月１５日土曜日という

ことで現在募集しております。概要につきましては、１人１首と

いうことで、今、全国からの応募をいただき、昨日までの応募総

数は９２となってございます。 

裏面を見ていただきますと、夕暮祭短歌大会の作品の結果発表

等につきましては、６月２４日土曜日、午後１時半から図書館視

聴覚室で行います。今回は表彰式と講演の２本立てとなっており

ます。 

３番のところに、昨年度の応募状況、過去４年間となっており

ますが、昨年は３０１通、都道府県でいいますと全国３２、また、

海外からも４５の応募がございました。今年度も既に海外からも

何点かの応募が来てございます。 

また、参考に夕暮祭のチラシをつけてございますので、もし応

募できましたらお願いしたいと思います。 

図書館からは以上になります。 

（８）の「平成２８年度幼小中一貫教育の取組について」を落

としておりました。すみません、報告させていただきます。 

今年度の各学校の幼少中一貫教育の取組につきましてまとめた

内容になります。 

１点ちょっとお詫びですが、１中学校区が、提出が遅れてしま

いまして、教頭がインフルエンザになりまして連絡がとれない状

態になっていて、学校長にもお願いしてあったのですが、ちょっ
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望月委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯田委員 

 

 

 

 

 学校教育課長 

 

 

 

望月委員長 

 

片山委員 

 

 

 教育研究所長 

 

片山委員 

 教育研究所長 

とまだ提出いただけていない状態ということで、後日、提出があ

りましたら、また改めて送らせていただきます。 

この取組も５年になります。各学校様々な活動を展開していた

だいております。コミュニティスクールの部分についても、また

いろいろな取組の中で報告させていただいておりますが、この幼

小中一貫教育の取組については、秦野市の１つの財産という歴史

のある取組で、今後もわくわく教育プランの中に位置付けられて

おりますので、ぜひとも推進してまいりたいと思っております。 

以上です。 

たくさんありますが、議会が３月議会ということで、普段では

ない代表質問というものが３月はあるわけであります。ですから

分けて質問、ご意見等を受けたいと思います。 

まず、（２）の議会について質問、ご意見を受けて、それが終

わりましたら、（３）のオ以下、（４）から（９）はまた一括し

てご質問、ご意見等を受けたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

なお、議会のほうですが、代表質問が７人いますね。７人いま

すので、まず１ページから３ページ、だから、木村眞澄議員まで、

ここまでで何か質問、ご意見ありますでしょうか。今井議員から

木村議員まで。 

２ページの大野議員の給食についての質問ですが、毎回こうい

った質問は出てくると思うのですが、答弁の中で「調査・研究を

深めていく。」ということですが、何年か前にアンケート調査と

かをやられたと思うのですが、来年度はそういった何か調査とか

研究をやる予定があれば。 

特段、アンケート調査等は予定しておりません。ただ、近隣で

学校給食、完全給食の形ではないですけれども、進めているとこ

ろがありますので、その辺を視察させていただきながら、財政的

な、経費的な部分も含めて研究していきたいと考えております。 

よろしいですか。 

他にどうでしょうか。１ページから３ページ。 

３ページ、教職員用パソコンですが、これは、教職員の方々は

個々のメールアドレスはお持ちなのでしょうか。教育研究所は持

っていらっしゃらないですね。何か不都合とかはないのかなと。 

教育研究所は３名体制になっておりますので、教育研究所内で

は特にトラブル等はございません。 

先生が直で個々のアドレスは持っていらっしゃるのですか。 

昨年まで現場におりましたので、個々のアドレスは持ってござ
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望月委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いません。教頭が一括して外部からのメールをやりとりするとな

っています。 

ただ、これは私が回答してよろしいのかあれですが、情報政策

とのやりとりの中で、神奈川県のクラウドを今度再構築されると

いうことなので、６月から今の通信システムが一部変更になって、

もう少し使いやすくなるのかなということは報告を受けています

が、個々アドレスになるかどうかは、まだちょっと確認できてい

ません。 

非常に限定を狭くしました。今まで、例えば我々のパソコンが

インターネットとも、それから市の内部のパソコンとかそういう

ものと全部つながっていたものを、国の方針で、侵入されてしま

うということがあるので、完全に分離されているのですね。今、

教育委員会は各課の担当に１台という制限が加わっております。

ですから、学校などもそういう、メールなどは教頭のところにと

いう話になっていますが、学校の要望としては、校長に来るもの

と教頭一般に来るものを分けてほしいという要望があるのです

が、その辺のところを今、所管のところに言っているのですが、

具体的にどうなるかは、まだ答えが来ていないのです。 

他にどうですか。 

それでは、私からお願いします。まず、今井実議員ですが、実

は宮永記念美術館ができる前に市議会議員と美術協会の役員の方

と市の生涯学習課の担当と山梨県のある町の美術館を視察したい

という話がありました。ついては、私は当時指導室長をやってい

たのですが、望月先生も同行してくれないかというような話があ

りまして、同行させていただきました。その美術館がどの程度役

に立ったのかは私もわからないのですが、そんなような経過もあ

りまして、私も宮永美術館については大変気にしているところで

あります。かつて、この美術館が赤字になったときに、私は、教

育で赤字になるのは当たり前のことだというようなことをこの席

で発言させていただいたりしました。カルチャーパークのこれか

らの進捗状況はどういうようなことかというのをもう少し詳しく

教えていただきたい。 

第２点目は、今井議員の便器の洋式化率５６．３％とあります

が、加藤議員の一番最後のトイレ快適化の質問で、本市の洋式化

率は５６．２％とあり、今井議員のほうは５６．３％で、０．１％

しか違わないのですが、これはいつのデータで５６．３、 

５６．２になっているのかを教えていただきたいと思います。 

それから、神奈川県の洋式化というのは全国で１位だろうと思
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 生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

望月委員長 

教育長 

 

 

 

 

 

 

います。秦野市はかなり進んでいますので、これからまたこうい

うふうに取り組むと１００％になり、東京よりも洋式化が進んで

いるのではないかと思いますが、さらにトイレの快適化を目指す

という市の姿勢に敬意を表したいと思うわけであります。 

それから、３ページのコミュニティスクールの件ですが、ここ

ではただ抽象的に成果があると捉えているというようなことです

が、これは本市が進めている教育の重点施策でもあるので、もう

少し成果について、たった１年ですが、もう少し詳しくわかりま

したら教えていただきたいと思います。 

以上、よろしくお願いします。 

宮永岳彦記念美術館でございますが、公共施設再配置計画の後

期実行プランの中で、カルチャーパーク内の公共施設への移転も

含め適正な配置の検討について位置付けられています。ただ今、

望月委員長がおっしゃられたように、この美術館の設置に当たっ

ては、宮永画伯の遺族から負担付寄附という形で、宮永作品と合

わせて、名古木にある土地に作品の常設展示施設を設置するとい

う条件で寄附を受けた経緯があります。しかし、市議会や執行部

の中で検討を重ねた結果、寄附された土地の立地条件や、当時建

設されていた鶴巻温泉への日帰り入浴施設整備などを踏まえ、遺

族の理解を得たうえで、観光やまちづくりの振興という視点で、

日帰り入浴施設の隣接地に建設するということになりました。 

こうした経緯がある一方で、公共施設の更新問題という大きな

課題がある中で、市長の答弁のとおり、美術館も含め公共施設の

機能や効果などを考えた適正配置について、長期的なスパンに立

った検討が必要と考えます。ただ、現在の場所から移転すれば、

果たして利用者が増大するかということもありますし、利便性や

鶴巻の地域振興など総合的に捉えて、今後美術館のあり方を検討

していきたいと考えます。 

お答えになったかどうかわかりませんが、これが今の進捗状況

です。 

ありがとうございます。 

この宮永岳彦記念美術館は、先ほど課長が負担付寄附の話をし

ましたけれども、当初の遺族の要望は、収蔵庫があって展示室が

あるという本格的な美術館をつくってほしいという要望で寄附を

受けたのです。それが実現しない場合には、その作品は返してく

ださいという負担付寄附でした。当時、平成１２年が期限だった

ものですから、１２年までになんとかしなくてはいけないという

命題があって、今話したように、あそこに温泉施設をつくるとき
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 教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教育指導課長 

 

 

に話が出た。当時、美術協会としては、特定の議員さんは、風呂

屋の２階に何が美術館だと猛反対なんです。最終的に美術協会に

もご了解いただいて、今のような別棟形式で行うことになった。

ただ、それを遺族の方がそういう形で受け入れてくれるかどうか

ということを大分交渉した結果、暫定的ではないのですが、今の

ような形態で美術館という名称をつけることでご了解をいただい

たのです。 

ですから、カルチャーパークも、公共施設の再配置計画ではそ

ういう考えを持っていますが、遺族のそういう負担付というのは

非常に重たいもので、これをまた通常でやるとなりますと、遺族

の方としては多分、本格的な美術館というご要望があるのではな

いかと思いますから、そうしたことをきちんと整理したうえで臨

まないと、では、公共施設の再配置計画の中でこういう位置付け

があるから、土地があって、こういう建物をつくるのだからとい

うだけでは物事が進まないというところにあります。 

トイレの関係でございますが、１ページ目の５６．３％という

数字と１４ページの５６．２％、０．１％ですけれども数字が違

うというお話でございます。実は１ページ目の５６．３％と答え

ている中、これは市長答弁でございます。そういう中で、これは

あくまで全体ではないのですが、質問の中で、昨年秋に文部科学

省が行った全国の洋式化率、県の洋式化率、そういった話からお

答えさせていただいていますので、その全国でやった文部科学省

の実態調査に基づくと秦野市は５６．３％でしたので、その数字

をお答えしています。 

それで、１４ページのほうは、５６．２％、０．１％減ってい

ます。答弁のほうにも書いてございますが、細かく全部の便器の

台数とか、洋式化になっている台数を加えて答えているのですが、

これのベースになるのが、学校の職員室ですね。文部科学省の調

査は職員室は子どものトイレではないので対象から外れていたの

ですけれども、うちのほうは、整備するとなると、同じ校舎の中

に教職員用のトイレも含めてやっていこうという考えがございま

すので、もとになる台数が多少増えまして、それに伴って０．１％

ほど洋式化率が落ちたと。最初の答えは国の調査、こちらは実際

接置している台数でやったものですから０．１％ほどずれている

ということでございます。 

コミュニティスクールの検証結果と今後の展開ということで、

成果というお話をいただいたのですが、コミュニティスクールは、

教育力の強化のための学校改革の一つだと捉えております。秦野
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望月委員長 

 

 

 

 

 

 

 

片山委員 

 

 

 

 教育指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

市では以前から、子どもを育む懇談会というような顔の見える関

係づくりをずっと進めてまいりました。それがベースにあってこ

ういった取組につながっているのだと思いますが、一番大きな成

果としましては、やはり学校運営協議会が法的な根拠に基づいて

設置されるというものが１つ大きなポイントなのかと思っていま

す。特に地域のコンセンサスがなかなか得にくい中で、学校がど

うしても地域対応、保護者対応の中で孤立してしまうことを危惧

する声もあります。そういった中で、地域のお力を借りながら学

校の教育力を強化していくことが一番大きな成果になっていくの

ではないかと思っております。 

実際に、教育委員会からいろいろなことをお願いする際に、こ

れも来年度のコミュニティスクールに関して早い段階で打診をし

たのですが、これについては、おかげさまで、こちらが予定して

いた数よりも多くの希望がありました。これは、やはり現場の校

長先生方がコミュニティスクールの成果を実感されているのでは

ないかと。口コミの中で校長会等で話題になっていることが１つ

の大きな要素になっているかと思っています。 

以上です。 

コミュニティスクールの成否は運営協議会の委員によることが

非常に大きいわけですが、常に原点に戻りまして、来年度も委員

を対象にした何か研修会を持つことによって、委員さんは自覚も

出てくるし、それから、自分たちが関わって良かったという気持

ちも出てくると思いますので、是非研修会は大切にしていただき

たいと思います。 

それでは、４ページから１３ページまででいかがでしょうか。

何か質問等があれば。 

１１ページの一番上の答弁の中に、一番下ですけれども、教育

指導助手のスキルアップが必要だということが書いてありますの

で、どのようなスキルを言っていらっしゃるのか教えていただけ

ますか。 

先ほども何度か触れさせていただいたのですが、近年、発達に

特性のある子の支援が大変重要になってきておりまして、通常は

巡回型といって、１つのクラスに入ったときに、クラスの中を回

って採点をしたり、ということがメインになっているのですが、

最近は、どうしても椅子に座っていられないとか、多動の子ども

さんがいらっしゃって、その子の対応が共通の悩みになっていま

す。そういったケースで専門家の方々にご講演頂いたり、先行事

例を理解していただくことでスキルアップを図っていきたいとい
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った趣旨でございます。 

他にどうですか。 

佐藤議員さんの自立支援教室事業は、訪問型支援体制だと思い

ますが、今は４名で体制を組んでいるのですか。家庭訪問などが

中心で支援をしているということが想像されるのですが、これは

学習支援が中心になっているのですか。 

それから、横溝議員の要望で「『指導』という表記を『支援』

に変えてもらいたい。」という、これは、秦野市として支援と指

導とはどういうことなのかをしっかり捉えながら対応していく必

要があります。何でも支援ばかりがいいとは限らないと思います

ので、秦野市では、支援というのはこういうような考え方でいく、

指導というのはこういう考え方でいくという考えに基づいて、「支

援」に直すべきものは直す、「指導」に直すべきものは直すとい

うことでよろしいのではないかと思います。 

それから、風間議員の、「坡州への参加中学校の生徒数に差が

あり」というのは、年によって違うのか、学校によって違うのか、

その辺をお願いします。 

自立支援教室に関しましては、ご質問いただいたとおり、４名

の指導員が５ケース、５名の児童生徒に対応しています。今年度

は、小学校の児童が４名、中学校の生徒が１名ということで、実

はこの事業そのものは、反社会的な行動をしてしまう子どもたち

が教室に入れなくなっているという中学生を想定したものでスタ

ートしたのですが、先ほどから何度もお話の中で出させていただ

いた発達に特性のある子どもたちが増えてきていまして、小学校

の早い段階から不登校になってしまうケースが多くなっていま

す。ですので、以前は確かに学習支援だったり体験学習だったり

ということが多かったのですが、最近は、より野外活動というか、

自然の中を散歩するとか、遊びの要素を取り入れた内容から入っ

ていって、それで、関係ができた段階で学習支援に移行するとい

うような形が大変多くなっています。 

この答弁の中にもお答えいただいてはいるのですが、来年度の

予算で、不登校支援にシフトしていこうということを私の方で話

を、部長、教育長にもお願いしまして、若干予算の配分を厚めに

させていただいて、課内調整をさせていただいて対応してござい

ます。 

それから、風間議員の坡州の件ですが、これは、やはり学校に

よって応募数に差があるということです。市内９校、満遍なくと

いうよりは、ある特定の学校が多くて、ある学校はない。その辺
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はどうなのかという趣旨でのご質問でした。私の方では、やはり

事業の成果について丁寧に学校の先生方に説明をしていくことが

大事だということをお話ししまして、もう既に指導主事が英語の

研究部会に出向いて、その辺りについては調整をさせていただい

ております。ただ、子どもの特質と社会情勢もありますので、そ

の辺は、やはり必ずしもこうなるということはなかなか言いにく

いところはあるかと思います。 

以上です。 

実はこの間、パサデナの方の年間の反省会を３日ほど前に持っ

たのですが、やはり中学生のスピーチコンテストへの参加が学校

によってばらつきがあるというような意見がありました。いろい

ろな関係団体から物質的な支援をしていただいているわけです

が、学校によって非常にばらつきがあり、もう少し参加を呼びか

ける必要があるのではないかというような実行委員会の意見があ

りました。それに対して、学校は学校の事情がありまして、呼び

かけているのですが、なかなかそれに乗ってくる学校と乗ってこ

ない学校があります。私は第１回目から第６回目まで全部、参加

のところについて分析しましたが、学校や地域の特性が出ている

ことがよくわかりました。それで、このままではちょっといけな

いのかなというようなことも思いまして、学校の英語科の先生方

１名が昨年から実行委員に入っていただきました。そして、一緒

に話合いに参加していただいているわけであります。 

それから、今の韓国の事情という話がありました。実はスピー

チコンテストで３名、この２７日から派遣するのですが、１名は

辞退者が出ました。それは、親の考え方で、今の韓国の情勢の中

で派遣するのは非常に心配であるというようなことで辞退した生

徒がいます。ですから、４位の生徒をそのまま繰り上げて行かせ

るのですが、今、課長の説明を聞いて、韓国の状況がそちらのほ

うでもいろいろと影響を受けているのかなということを思ったわ

けであります。 

他にどうですか、よろしいですか。 

１１ページですけれども、「遊具の事故」という言葉が、あま

り見つかっていないのですが、実際に回って、見つかったことと

かはよくあることなのでしょうか。その辺をお聞きしたいと思い

ます。 

遊具の事故自体は、特に遊具の故障とか不備に起因しての事故

は、私の知る限りはございません。点検を行うわけですけれども、

例えば鉄の部分の錆びが来ているとか、がたつきがあるとかとい
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ったことで点検の報告を受けて修繕という対応をするような形に

しておりますし、不備ではなくて、例えばブランコの座るところ

にぶつかってけがをしたなどということがあると、そこにゴム製

のラバーを被せたり、ということがございます。 

遊具ではなくて、学校施設ですから、過去、相当古い話ですが、

サッカーゴールが倒れて、挟まって亡くなってしまった例がある

のですが、最近では、遊具は定期点検を、以前は年２回ですが、

今は年１回だと思いますが、定期点検のほかに日常点検をやって

いますから、遊具でということはこのところ聞いていないですね。 

思いもしないことが発生する、思いもしない遊び方を子どもた

ちがすると思うので、何か事故が起きているみたいでちょっと気

になりました。 

しぶさわ幼稚園で今、子どもたちが、東海大学のご指導で運動

能力の向上ということでやっておられて、ちょうど壁面にロープ

がたらしてあって、下にマットを持って、私も見に行ってびっく

りしたのですが、子どもがそこをするすると登ったり、園長に危

なくないのかと言ったら「ええ、大丈夫です」。平気なのかと思

って。そういうマット程度のもので、それだけの能力が備わって

きているのに私はびっくりしました。ロープマットというのです

か。結果としては、その子たちが小学校へ行って、運動能力が高

くなっているという数字として現れている。正直びっくりしまし

た。 

よろしいですか。 

他にどうですか。 

―特になし― 

それでは、（３）のオから（９）まで、ございますか。 

資料９の１ページのことばの教室というのは、見学に行ったこ

ともあるので良くわかるのですが、まなびの教室は、例えばどん

なことをやっているのですか。 

それから、教育支援教室のいずみの事業報告の中で、いわゆる

広域通信制高校が３名ありますね。この３名は、例えば進路先に

コースなどがあるとすれば、どんなコースを選んで行くのか、非

常に興味があるので、それを教えていただきたい。 

それから、教科学習支援員の活動、資料１１ですが、これは今、

課長が説明したように、効果について非常に具体的に成果が上が

っているわけですけれども、これこそ本当にウイン・ウインの関

係かなとこれを読んで改めて思ったわけです。学生にとってもい

いし、学校現場にとってもいい。これを読んでいて非常にうれし
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くなりました。私からの質問は２つです。 

まず、いずみの進路先ですが、２校ありまして、私立の通信制

高校に合計３名になります。 

それから、まなびの教室ですが、やはり通常学級に在籍してい

まして、ＬＤですとかＡＤＨＤ、自閉症等で、子どもに応じて適

切な指導が行われなければならないということで、ほぼ個別支援

になります。１対１の指導の中で、学習障害の子に対して、その

子が学習しやすい環境を整えて、それに適した教材をということ

で、今、全国的にも埼玉や福岡を中心に大変効果が上がっている

という報告があります。いわゆる通級という呼び名を文部科学省

はしているようですけれども、全国的にも大変設置希望が多いと。

その中で、予算のこともございますのでなかなかうまく設置まで

行くのは難しいかと思いますが、基本的には個別支援、１対１と

いうことです。 

私は、本町小学校に見学に行かせていただいて、その中で、非

常に落ち着いた、集中力が途切れないような環境配置ですとか、

ユニバーサルデザインと担当の方はおっしゃっていましたけれど

も、集中できるような環境を整えて１対１で個別指導をする。そ

の中に、最近パソコンを使った個別支援なども行っていまして、

場合によっては、タブレット導入に当たっては教材の開発という

ことも考えております。 

以上でございます。 

他にどうでしょうか。 

資料 No.１１の学習支援員についてですけれども、先ほど委員

長が言われたようにウイン・ウインの関係、大変いい関係が保た

れていると思うのですが、一番下の効果についての（２）で、ボ

ランティア学生からの大変良い感想が出ているのですけれども、

ボランティアをされた学生で教職に実際に就かれた方とか、また

目指している方の割合はどうかということと、秦野市内の教職に

就かれた学生は毎年、どのくらいいらっしゃるかがもしわかれば

教えていただきたいと思います。 

具体的な数字はなかなかわからないのですが、私が知る限りで

は、今年の新採用でそういった話が全然なかったわけではないで

す。秦野市でそういった活動をしていましたという学生さんはい

らっしゃいます。 

それから、東海大学全体の感覚としては、この６５名の方は皆

さん教職志望だと捉えております。私も説明会にも行きましたし、

その中で、皆さん大変熱心に我々の説明に聞き入っていただきま
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した。私も昨年現場にいて、教頭として学生さんを受け入れした

のですが、その方は最終的には群馬県の前橋で教職に就かれると

いうことで、今、教育実習中ですということを、北中学校だった

のですが、離れてからも連絡をくれたりして、人と人との関係が

うまくできているかなという感じはあります。 

具体的に何名というのは、私のほうにバックデータがございま

せんので、また後ほど調べて報告したいと思います。 

以上です。 

参事、３月上旬あたりに面接して、東海大学の学生がいました

か。 

毎年、東海大学の提携事業の運営協議会で、今の学長でなくて

前の学長から指摘を受けて、協定の中では教育実習を２０名受け

入れるという協定になっております。実質それが毎年１０名とな

っていて、その教育実習１０名を行政の教育支援が弱まっている

のだという話がありました。調べたところ、やはり地方出身者の

学生さんは、地元に帰って教育実習を受ける。自分の母校で。そ

うでない方が一部秦野でやっておられて、受け入れる枠はあるけ

れども、そこができないのですよ、そんな話をしていました。 

今回、面接をして既に決まった方を見ていますと、やはり圧倒

的に地方の方が多いですね。採用された方は。そういう中に東海

大学の方がいられたかどうか。特に今年、傾向として見られたの

は、臨任で、既に学校で教壇に立っておられる方が合格して採用

されている方が相当数おいでになる。ですから、詳細をちょっと

確認してみたいと思います。 

今の件は、大学に聞いて。いや、いいですよ、得られたらで。

これは大学でもなかなかつかめない部分がある。過年度生とかと

いうものは、自分で言ってこない限りはわからないものだしね。

わかる範囲で結構ですので。 

それでは次に、お願いします。 

今の話、非常に良く言っていただいて非常にありがたいですが、

何か悪い点があったら、直接伝えておいていただきたいです。 

悪い点というのは特に出ておりません。学生ですから、皆さん、

私のころの学生とは全然違うなと。ちょっと別になりますが、今

年の１月に東海大学の体育学部で授業をやってくれということ

で、保健体育は今、指導課に私しかおりませんので、私が行って

授業をしてきたのですが、体育学部の学生というと、自分がそう

なので、あまり授業中聞いていないというのがベースにあったの

ですけれども、今の学生はほぼ全て、寝ないですし、メモはとり
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ますし、私はかなりカルチャーショックを受けました。ですから、

非常にまじめです。 

ただ、どうしても思ったこととイメージが違ったりとか、大学

の授業との関連で途中で辞めてしまう方がゼロではないのも事実

です。ですから、その辺は丁寧な説明が必要かと思っています。 

以上です。 

それは、もう教壇に立った途端、みんな吸い込まれるような感

じがしてなのですかね。 

その辺は、前教育委員長の高野先生にも一生懸命努力していた

だいて始めていただいたのですが、そのときの先生も大変心配さ

れていて、学校の現場に入って、もし学生がトラブルとかそうい

うことがあったら困るなという思いも私は持っております。何し

ろ、選りすぐってということをおっしゃっておりました。そうい

う意味では、本当に今、課長が言ったように、しっかりした学生

が選抜されてきているなという印象を持ったのですね。全てがそ

この教育になっているかどうかがちょっとわからないものですか

ら、そこのところを、どうも地方も大分子どもの数が減ったこと

によって教員の採用数が減ってきていますから、なっているかど

うかが今のところわからないのですけれども。 

では、佐藤課長からもお願いしますよ。 

では、他にどうでしょうか。 

資料 No.９の３ページで、４月１日から通常の学級から特別支

援級ということは、途中で移られる、普通の学級から特別支援級

に移られるということですね。そういったときに、その判断は保

護者がされるのか、また、先生のほうから移られたほうがいいで

すよというような判断をされるのか、ちょっとお聞きしたいと思

います。 

その辺りは、先ほど指導と支援というお話がありましたが、保

護者の方に現状を理解していただいて、子どもにとって適切な学

習環境がどうなのかということをぎりぎりまで詰めるような作業

になります。 

すみません、１点漏らしておったのですが、この就学指導委員

会という名称も、実は昨年、県が教育支援委員会という名称に変

わっています。「就学指導」ではなくて「支援」と名称変更しま

した。今、決裁は教育長にいただいておりますが、来年度につき

ましては、就学指導委員会は名前を変えて、県にならって「教育

支援委員会」という形で考えております。ですから、今の飯田委

員のご質問でお話をいただきましたが、やはりそのあたり、あな
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たはこうだからこちらへ行きなさいということではなくて、子ど

もにとって適切な学習環境は何かということを各学校と保護者の

方、そして教育委員会も間に入って何度もやりとりをさせていた

だいているという形になります。 

以上です。 

他にどうですか。 

図書館長、前田夕暮祭で毎年海外からも応募があって大変うれ

しく思うのですけれども、今年度も既にあるということで、４月

１５日必着になっているのですが、今まで館長が経験している中

では、時期的に応募がたくさん来るのは、例えば４月１０日ごろ

とか５日ごろとか、何かそんな記憶はございますか。 

ここのところは応募が増えてきています。４月１５日が締め切

りですが、実際には１日、２日まだ見る場合がございます。やは

り一番多くなるのは最後の４月１０日近くになってくると、投函

されてくる数が市内も含めて増えてきますので、これからの量が

多いかとは見ております。 

以上です。 

大いに期待したいと思います。 

他にどうですか。 

―特になし― 

それでは、次に移ります。 

それでは、議案第１０号「平成２９年度秦野市教育委員会基本

方針及び主要施策について」の説明をお願いします。 

それでは、議案第１０号についてご説明させていただきます。 

平成２９年度の基本方針及び主要施策を定めるということで提

案するものでございます。 

おめくりいただきまして、１ページでございます。平成２９年

度基本方針ということで、これにつきましては、平成２８年度か

ら５年間の計画期間に策定いたしました「はだのわくわく教育プ

ラン」の基本方針に即しまして５項目ほど設けてございます。こ

の項目に沿って主要施策という構成になってございまして、２ペ

ージ以降が、この平成２９年度の方針を踏まえた主要施策という

ことになります。 

まず、２ページの（１）未来に向かって、たくましく生きる子

どもの育成という部分でございますが、６点ほどございます。ま

ず、１番目が学力の定着・向上ということで、指導主事の派遣等

の部分、また２番目に豊かな人間性の育成ということで、道徳教

育の推進、３番目にいじめ等の対策の推進ということで、いじめ
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相談等の充実という部分を入れさせていただいてございます。４

番目で不登校対策ということで、支援教室いずみの充実、スクー

リング・サポート・ネットワーク事業の推進ということ、５番目

で、ＩＣＴ化の推進ということで、活用の研究と情報モラル教育

推進、６番目に、公立幼稚園の配置の見直しということで、今進

めていますみなみがおか幼稚園のこども園化と上幼・小の施設一

体化を生かした取組の推進ということでございます。 

３ページ目に行きまして、（２）地域力を生かした地域と共に

育ちあう学校づくりということで、学校支援づくりということで、

コミュニティスクールの推進、支援教育の推進ということで、介

助員の派遣ということ。 

（３）快適な教育環境づくりという部分では、西中学校体育館

の整備ということで、基本設計、耐力度調査の実施、２番目に施

設の長寿命化の推進ということで、従来の対象に加えて、先ほど

もお話がございましたが、新規としまして学校トイレの洋式化と

幼稚園保育室への空調設置ということ、３番目で教育施設の一体

的整備の研究ということでございます。おめくりいただきまして、

４ページになります。４番目でＩＣＴ教育の環境整備という部分

で、タブレット端末の導入、教師用パソコンの整備ということと、

新規で関連機器の導入、テレビモニター等の導入でございます。

それと、同じく新規で情報セキュリティの対応を載せさせていた

だいております。 

（４）生涯にわたる学習活動の推進ということで、地域学習の

推進、ふるさと講座、報徳仕法の啓発、図書館サービスの充実の

中で資料の充実、３番目の読書活動の支援ということで、読書通

帳の配布、ブックスタート事業の推進、４番目で公民館施設長寿

命化ということで、施設の改修事業の実施ということです。 

５ページ目に行きまして、（５）文化活動、伝統文化、文化財

の保存・活用という部分でございますが、資料等の活用の推進と

いうことで、特別公開、講座の推進、２番目で図書館づくりの推

進ということで、短歌大会等の開催ということでございます。 

この基本方針に基づく、今お話をしました主要施策を平成２９

年度の基本方針、主要施策ということで定めて、平成２９年度の

事業の実施をしていくつもりでございます。 

説明は以上です。 

ありがとうございました。 

それでは、ご質問、ご意見ございますか。 

基本方針については今までかなり議論してきたからこれでよろ
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しいわけですが、体系図をちょっと見ていただきたいと思います。

この中から、私がうっかりしているのか、まず、一貫教育という

ことが見当たらない。それから、中学校で豊かな心をはぐくむ懇

談会はかなり重視していたことではないかと思うのですが、この

一貫教育と中学校区の豊かな心をはぐくむ懇談会が、ここにない

のは何か背景があるのですか。 

今、体系図のお話がございました。幼小中一貫教育の推進自体

は、体系図の中で、細かくて恐縮なのですが、基本方針と具体的

な施策の内容をつなぐベースになるものということで、幼小中一

貫教育を通した子どもの育成ということで、それを抜き出すので

はなくて、もうそれをベースに一つひとつの学力の定着以下の基

本方針をやっていこうということでそういうふうにしたものです

から、特に主要施策の方には入れていないような状況でございま

す。 

それと、育む懇談会のでございます。以前は抜き出していたこ

ともあったと思うのですけれども、主要施策というよりは、もう

実際に実現していくツールという見方で今回は臨むという形で

す。 

わかりました。 

他にどうでしょうか。 

これはどう学校に配布するかわからないけれども、秦野市教育

委員会の教育目標の具現化のためにこういうようにしていくわけ

ですから、こういう表をつくるときには、秦野市の教育目標を必

ず入れておくとよろしいと思います。大体よく覚えていない教員

も多いと思いますので、必ず目標をどこかに入れておく、それで

こうだという、それがよろしいかと思います。 

他にいかがでしょうか。 

―特になし― 

それでは、議案第１０号「平成２９年度秦野市教育委員会基本

方針及び主要施策について」、原案のとおり可決することについ

てご異議ございませんか。 

―異議なし― 

よって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第１１号「秦野市立西中学校運営協議会委員の任

命について」の説明をお願いいたします。 

お手元の議案第１１号です。秦野市学校運営協議会規則第７条

第２項の規定に基づきまして、西中学校より学校運営協議会委員

の推薦がありましたので、同規則第７条第１項の規定により提案
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するものでございます。 

別紙がございます。前回の協議事項としても出させていただき

ました。ただ、下にございますが、人事異動等による変更等は、

教育長臨時代理で対応ということになっております。これは現時

点での役職で名前が入ってございますので、ご理解いただければ

と思います。 

以上です。 

本件に質問、ご意見ございますか。 

７番、多分これは今度のＰＴＡ会長だと思うのですけれども、

これは男性だと思うのですが、ちょっと確認されたほうが。鈴木

恵って、たしか。 

確認させていただきます。 

それから、細かいことですが、小野さんがいますね、「サポー

トクラブ（ＰＴＡＯＢ会）」とありますね。それで「事務局長」

とあって、この括弧をとって事務局長の次に括弧を持ってきたほ

うが、次との整合性から見てもよろしいのではないでしょうか。 

それから、ＰＴＡＯＢ会というのは、きちんとした正式名なの

か学校のほうに聞いたほうがよろしいかと思います。必ずしもＰ

ＴＡのＯＢだけの会ではないですね。 

会ではないですね。趣旨がそうなのですよ。ＯＢではないです。 

婦人会の方とか地域の方も入ってのサポートクラブなので。 

再確認しましょう。学校から出てきているらしいですが、再確

認します。 

サポートクラブのでき上がった趣旨をまだ学校で理解していな

いかもしれないですね。男と女は重要ですね。 

それでは、議案第１１号「秦野市立西中学校運営協議会委員の

任命について」は、原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。 

―異議なし― 

よって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。 

次に、協議事項に入ります。 

（１）「秦野市教育・保育施設運営法人選定委員会規則を制定

することについて」の説明をお願いします。 

そうしましたら、協議事項（１）でございます。これにつきま

しては、みなみがおか幼稚園を公私連携幼保連携型認定こども園

にするということの中で、その設置及び運営に関する法人、これ

は公募型プロポーザル方式、提案をいただいて、審査基準で一番

高得点のところを選ぶわけですけれども、その選定に当たって、
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秦野市教育・保育施設運営法人選定委員会を設置するものでござ

います。 

これにつきましては、実は今、議会の中で議案として上程して

いる附属機関の設置の条例がございます。その中に位置付けを行

っておりますので、今回は協議事項で案として出させていただき

ました。 

具体的な内容でございますが、選定の委員は９名ということで、

内訳は書いてございませんが、今の予定では、学識経験者４名、

保護者の方が１名、市の職員が４名。これは現場の教職員も含め

てですけれども、４名という９名体制を考えてございます。それ

で、会長、副会長を１名置くということ、あと、４番で、会議は

会長が招集して、議長になるということ、２ページ目になります

が、会議については、これは審査会ですので非公開としていくこ

とと、会議録は要点の筆記にしていく、あとは、一般的な秘密の

保持ですとかという部分を書かせていただいてございます。 

この、みなみがおか幼稚園のこども園化の運営法人の選定につ

きましては、６月末を目処にということになってございます。先

ほど言いましたように、議決をした後にこの設置ということにな

りますので、４月半ばに設置して、６月末までの間に３回ほど選

定委員会を開催して、６月末までに運営法人を選定していく、そ

んなような予定になってございます。 

以上でございます。 

何か質問ございますか。 

附則で、「この規則は、公布の日から施行する。」というので

すが、およその見通しはいつごろになるのですか。公布の日から

施行するとありますけれども、いつごろになるのですか。 

いずれにしても３月２３日の議決後でないと、これは規則自体

が制定できませんので、今の予定では、第１回目を４月中旬に予

定していますので、それまでには設置を考えます。 

要するにメンバー構成ということですね。 

そうです。 

他にどうでしょうか。 

学識経験者４名となっていますが、どのような分野からという

のは。 

４名の学識経験者の方ですけれども、１名は大学の先生、もう

１名は市内の元学校の校長先生、あとは、幼稚園のあり方検討委

員会で積み重ねてきましたので、民間の方でそういう委員に入っ

ていただいていた方を１名、もう１名は税理士になると思います
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が、会計の専門の方、その４名の方を今予定しているところでご

ざいます。 

他にどうでしょうか。 

―特になし― 

次に、（２）「秦野市立幼稚園入園料及び保育料徴収条例施行

規則の一部を改正することについて」の説明をお願いいたします。 

協議事項（２）の徴収条例の施行規則の一部改正でございます。 

これにつきましては、昨年の第１回定例会の中で、保育料を今

まで８，８００円だったものを９，８００円に変えるとともに、

所得や世帯構成といったものに応じた保育料の表に、教育委員会

のご議決をいただいて、市議会でもご議決をいただいて議決しま

した。その施行が、平成２９年４月からになります。その施行に

伴いまして、関係条例の施行規則を定めるものでございます。こ

れにつきましても、先ほどと同様に、今定例会に多子軽減等の改

正が一部ございましたので、基本の部分は変わらないのですが、

一部改正していますので、これについても３月２３日に議決を得

ないとこの施行規則がつくれませんので、今回、協議事項という

形で上げさせていただいてございます。 

内容でございますが、１ページ目にございますように４点ほど

ございまして、まず１点目が、保育料の額の算定ということで、

これにつきましては、基本的に、今までは一律で８，８００円、

今度新しく４月からは、世帯の所得または子どもの数が２人以上

いるような世帯の場合には料金表が変わってきますので、それに

伴って、どの料金の区分に当たるのかを提出書類をいただいて所

得の状況等を確認する必要がございますので、そういった部分の

書類の提出の規定ですとか、未申告、申告と書いてございますが、

申告の場合には最高額、９，８００円が最高額ですが、そういっ

たものにしていくとか、あと、所得の状況も、前年の所得は６月

でないとなかなか出てこない部分がございますので、今度は前期、

後期２期に分けて、前期の部分については前々年、今年で言えば

平成２７年の所得に応じて料金表の区分をしていく、後期は平成

２８年の所得に応じてといった部分が出てきますので、そういっ

た部分を、今まで一律でなかった部分を加えるということでござ

います。 

２番目の通知方法ということで、これも同じように、世帯によ

って所得ですとか構成によって保育料の額が変わりますので、今

までは通知してございませんでした。一律８，８００円で、減免

の規定という中で申請をいただいてやっていましたが、今度は市
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のほうから、あなたのお宅は月幾らですということで保育料の額

を通知しますので、それを規定に入れさせていただいてございま

す。 

それと、第５条は、今まで多子世帯は減免制度でやっていたの

ですが、今度は料金表に入れました。減免制度は料金表に入れま

したが、ここに書いてございますように、それを除いたような、

年度の途中で所得が著しく少なくなるとか、疾病、災害、失業と

いった部分があった場合には、これは減免で対応させていただき

ます。例えば、めくっていただいて３ページの右下に別表第１と

いうことで、所得が大きく減じた場合の基準ですとか、４ページ

も同様に、そういった減額の基準についても施行規則に位置づけ

を行うということでございます。 

４番目の、今までは条例に定めていました生活困窮世帯ですと

か多子世帯への減免については、条例の中に料金表という形で入

れましたので、これについては全て削除しております。 

いずれにしても、昨年の料金改定に伴って、必要な部分を条例

の施行規則で位置付けていくというものでございます。 

以上でございます。 

何か質問、ご意見ありますか。 

―特になし― 

それでは、次に移りたいと思います。 

次に、（３）「秦野市部等設置条例等の一部改正に伴う秦野市

教育委員会規則等の一部を改正することについて」、今日配られ

たこれをご覧ください。 

それでは、協議事項（３）でございますが、部の設置条例の改

正ということで、これもまた同様に、３月２３日の閉会日に議決

するような形になるわけですけれども、今回、部の設置条例、条

例議案等のご審議をいただいて、ご説明させていただいていると

ころでございますが、平成２９年４月から、生涯学習課及び図書

館にかかわる事務を市長部局の市民部のほうに移管します。それ

に伴って、関係する規則、規程、ここに書いてございますように

９件になりますが、それの改正及び廃止をするということでござ

います。 

内容でございますが、おめくりいただきまして、まず１ページ

でございます。教育委員会規則の中の教育委員会所管の公の施設

の事務室等管理規則でございます。これは、使用の秩序ですとか

事故等の事前防止を目的に適切な管理をしていくということで、

管理責任者を定めている規則でございますが、その中の公民館、
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桜土手古墳展示館、図書館については、教育部長だったものを市

民部長が管理責任者となるということでございます。宮永岳彦記

念美術館につきましては、文化に関する部分となりますので、先

ほどもお話ししたように、その権限自体が市長部局に移行します。

スポーツと同じようなことになるのですけれども。そういうよう

なことで、宮永岳彦記念美術館の施設の管理責任者の位置付けは、

こちらを削除して、市長部局で定める同様の規則に入れていくこ

とになります。 

それと、訓令、規程になりますけれども、関係施設の防火管理

者を定める規程でございます。これも、防火管理者を設定して、

火災や地震等の災害のときに人的な被害の軽減を図るものでござ

います。これにつきましては、同じように宮永岳彦記念美術館に

つきましては文化行政の市長部局へ移管という位置付けになりま

したので、これを削除して、市長部局の同様の規程に位置付けを

していくということでございます。 

３番目の事務局組織の規則でございます。これは、事務局の部、

課、担当の設置と事務分掌ですとか組織に必要な事項を定めてい

るわけですけれども、その中の組織の部分で、右側の下線の欄で

すが、生涯学習課の部分につきましては、市長部局の同じように

事務局の規定がございますので、こちらを削除して、そちらのほ

うに入れていくということです。教育委員会の権限の中にあるの

ですけれども、事務局としては市長部局にいますので、生涯学習

課の部分は削除していくということでございます。 

２ページ目でございます。事務決裁規程でございます。これは

教育長の権限の中の事務の代決ですとか専決ですとかといった部

分を定めて決裁の責任者を明確にするという規則でございます。

これにつきましては、あくまでも教育委員会としての部分に残る

部分を、改正後は、名前が「生涯学習課」から「生涯学習文化振

興課」になりますけれども、教育委員会の権限として残る部分だ

けを担当課の主管課の名称等を変更するとともに芸能文化の部分

と宮永岳彦記念美術館については、教育委員会の規程の中から除

いて、市長部局の方で位置付けをしていくという格好になります。 

２ページの下の関係職員の職の設置に関する規則、これは事務

局の職員の職ですとか職の種類ですとかといったものを規定する

ものでございます。これにつきましても同様に、これは関係職員、

事務局の話になりますので、削除させていただいて、同様の規定

を市長部局で定める規則に入れていくというものでございます。 

おめくりいただきまして３ページでございます。勤務時間等の
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特例に関する規程ということで、これも同様に、職員の勤務時間

がございますので、権限とは関係なく、公民館、桜土手、図書館、

これに勤務する職員の対象の範囲を、その４つについては教育委

員会の規程から削除するものでございます。 

その次の図書館条例施行規則でございます。図書館条例の部分

はもちろん権限は残りますので、今言った内容ではなくて、これ

は単純に担当が、「庶務奉仕担当」を「図書館担当」ということ

で、担当の名称が変わりましたので、それを変えるものでござい

ます。 

次は、先ほど来、権限自体が市長部局に行く宮永岳彦記念美術

館条例の施行規則自体を教育委員会規則の中から廃止させていた

だいて、新たに市長部局でこの条例の施行規則を定めるというこ

とでございます。 

それと、その次は桜土手古墳展示館の例の施行規則、こちらは、

権限自体は教育委員会に残ります。そのようなことで、市の職員

の職の設置に係る部分、そこだけは削除するということで、第３

条の部分は削除して、ここに「課長代理をもって充てる。」とい

う部分を市長部局の職の設置のほうに入れて、それ以外は現行ど

おりということでございます。 

いずれにしても、非常にわかりにくい部分があるのですけれど

も、文化財を除く文化の部分については、その権限を市長部局に

移管するということ、もう１点は、生涯学習ですとか文化財です

とか図書館の部分は、権限自体は教育委員会の権限になりますの

で、事務局職員の規定部分は今回外させていただいて、市長部局

で位置付けていくということになりますので、そのような部分の

整理の中で教育委員会の規則を改正していくことになります。 

先ほど申しましたように、議会の最終日が議決の日になります

ので、それ以後にこの規則を定めることになりますので、４月１

日から施行ということにしますので、教育長による臨時代理によ

って処理させていただいて、４月の教育委員会議の中で報告させ

ていただくという予定でございます。 

何か質問ありますか。 

生涯学習課は生涯学習文化振興課という名称になるのですか。 

それで、生涯学習課は教育庁舎に引き続きある、それとも向こ

うに移るのですか。 

現行では、事務室は今のままの状態でいます。 

他にどうですか。ちょっといろいろややこしい部分があるので

はないかと思います。 
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では、これはまた読んでいただいて、いろいろとわからない部

分があると思いますので、また個々に。 

法律上の手続に従ってやっているものですから非常にわかりに

くいですね。ただ、確実にこれはやらないといけないというもの

ですから、特有の言葉の使い方がありまして本当にわかりにくい

と思うので。ただ、今回の組織機構の改正に伴ってどうしてもや

らなければならないものを、法律上の判断に基づいてやっている

と理解しております。 

よろしいですか。 

―特になし― 

では、何かありましたら、また個々に言っていただければと思

います。 

その他の案件はございますか。 

お手元に資料をお配りしましたが、これは、本町四つ角にある

昭和初期の建造物である「宇山商事店舗兼主屋」について、前々

から国の登録有形文化財に向けた手続きについて報告しています

が、３月１０日に、国の文化審議会から文部科学大臣に登録につ

いて答申がありました。今後、文部科学大臣が登録していきます

が、登録の日にちは未定ですが、この結果を国や県、市から記者

発表し、お手元の資料のとおり新聞に記事が掲載されました。新

聞記事の中で、建造物で市内初の登録となっていますが、これは

誤りで、既に土木構造物として水無川上流にある堰堤が国登録の

有形文化財となっています。市内初の建物での登録というのが正

しい形です。 

また、タウンニュースにも掲載されていますが、この登録に当

たっては、東海大学の２人の教授が見学をしたのがきっかけで、

特に小沢朝江教授は、私も何回かお会いしていますが、申請書類

の作成を担当されており、この方の尽力がなければ、このような

結果にならなかったということをお伝えします。 

最後に、今回、秘密会でご説明しましたが、今後３件の歴史的

建造物について、国登録の申請手続をしています。６月と７月に

は、今回と同様な嬉しい報告を受けるものと考えていますので、

公表できる段階になりましたらご報告させていただきます。 

以上です。 

今度あそこを通るときに、この間通ったのですけれども、ちょ

っと私も目つきが変わりまして、「あっ、これだな」と思いまし

たが、宇山社長によるところ、いつでも見学させているのですか。 

本日午前中に現地を訪れ、所有者とも懇談してきましたが、国
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登録の新聞報道後、多くの方が見学に訪れているそうで、所有者

も極力見学を受けるとのことでした。 

行く場合は、生涯学習課長にお話しして。 

私を通じて所有者に話をしたほうがスムーズにいくかもしれま

せんので、見学の際は事前にご連絡ください。 

では、もしそのようになりましたら、よろしくお願いします。 

他にいかがでしょうか。 

その他の案件はありませんか。 

―特になし― 

それでは、次に選挙に入ります。 

（１）「秦野市教育委員会委員長の選挙について」の説明をお

願いいたします。 

それでは、委員長選挙について説明いたします。 

望月委員長の任期が平成２９年３月３１日で満了することに伴

いまして、新たな委員長の選挙をお願いするものでございます。 

秦野市教育委員会会議規則により、旧教育長が在籍する間の経

過措置として改正前の規則が適用されることから、新委員長の任

期につきましては、現教育長の任期である平成２９年８月３１日

までとなります。 

なお、委員長選挙の方法については、改正前規則第２条により、

無記名投票と指名推選の方法が規定されておりますが、いかがい

たしましょうか。 

私は初めてなので、今までどちらだったのか教えていただけれ

ばと思います。 

従来は全て指名推選によって選出をされております。 

ただいまの従来は指名推選で行われているというお話がありま

したので、今回も同様、指名推選でよろしいのではないでしょう

か。 

ただいま指名推選というご意見がございましたが、指名推選で

行うということでよろしいでしょうか。 

―異議なし― 

それでは、委員長選挙は指名推選で行うことといたします。 

それでは、推薦をお願いいたします。 

これまでの経験、人格など、また高い見識などいろいろ総合的

に判断して、望月委員に委員長をお願いしたいと思います。いか

がでしょうか。 

私も同じ意見で、望月委員にお願いしたいと思います。 

それでは、お諮りいたします。 
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平成２９年４月１日から８月までということで５か月間、望月

委員、私が委員長ということでご異議ございませんか。 

―異議なし― 

異議なしと認めまして、私が委員長として決定いたしました。 

事務局、何かありますか。 

そうしましたら、ただいま委員長が決定いたしましたので、一

言ごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

それでは、ただいま委員長に推挙されまして、改めて身が引き

締まる思いがしているわけでございます。 

私は１９６７年、昭和４２年に西中学校の教員となりました。

そして、今４９年、来年度の、２０１７年度は秦野の教育にかか

わって半世紀、５０年を迎えることになります。そういった私に

とっても記念すべき年に来年度も引き続き委員長を仰せつかりま

した。ただ、新しい教育委員会制度になりまして、秦野は９月１

日から新制度で行くということであります。多分私が最後の委員

長になるのではないかと思っていますが、５０周年、半世紀の秦

野の教育に携わったこと、そしてまた、最後の教育委員長になる

だろうということを考えますと、何か不思議なつながりといいま

すか縁で結ばれているなと感じているわけでございます。 

内田教育長は常日頃、教育委員会とは学校の後方支援であると

いうことを話されております。私は今まで委員長として心がけて

きたことは、我々も教育委員会事務局の後方支援役として、そし

て、少しでも事務局が秦野の教育を充実・発展させてくれるよう

な、働きやすいような後方支援を心掛けてきました。もちろん教

育委員会ですから、我々教育委員としてはチェック機能という大

きな使命があります。ですから、それも忘れないようには心がけ

てきました。 

これからも私たち教育委員会は、教育委員会事務局の後方支援

とともにチェック機能を働かせながら、秦野の子どもの未来を皆

さんとともに考えて、できたら行動して、ともに汗を流す、いわ

ゆるこれを｢共汗｣の精神を持って努力していきたいと思いますの

で、引き続き教育委員並びに教育長、部長をはじめ事務局の皆さ

んのご支援、ご協力をお願いいたします。 

次に、委員長の職務代理についてでございます。改選前の秦野

市教育委員会会議規則第３条では、あらかじめ教育委員会が指定

する委員が、その職務を行うと規定されております。 

なお、職務代理につきましても、任期は現教育長の任期である
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平成２９年８月３１日までとなります。 

以上です。 

ただいま教育総務課長から説明がありましたが、指定する委員

はいかがいたしましょうか。 

職務代理者には髙𣘺委員が適当と考えますが、いかがでしょう

か。 

ただいま髙𣘺委員という声がありましたが、お諮りしたいと思

います。 

平成２９年４月１日から平成２９年８月３１日までの５カ月

間、髙𣘺委員が委員長職務代理者ということでご異議ございませ

んか。 

―異議なし― 

異議なしと認め、髙𣘺委員を委員長の職務代理者に指定いたし

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、秘密会の前に次回の日程調整を行います。 

―以下省略― 

 


